
 

令和８年２月 13 日 

住宅局住宅生産課 

 

 

登録住宅性能評価機関の処分について 

 

 

本日、国土交通大臣登録の登録住宅性能評価機関である株式会社 J 建築検査センターに

対し、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第21条に基づく「改善

命令」を行いましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

 

 ※登録住宅性能評価機関 

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、耐震性、耐久性、省エネ性等に関し客観的に住宅

の性能評価を行う機関で、令和８年２月１日現在、全国で125機関（大臣登録30機関、地方整備局

長等登録95機関）が登録されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

住宅局住宅生産課   

電話： 03-5253-8111 

 

 



 

 

＜参考＞ 

【株式会社 J 建築検査センター】 

○登録番号  国土交通大臣登録第 49 号（当初登録は平成 18 年 12 月 25 日） 

○代表者    代表取締役 丹野 智幸 

   ○事務所    本社（東京都渋谷区）、渋谷支店（東京都渋谷区）、八重洲支店（東京都中央区） 

○登録区分  設計住宅性能評価を行う者としての登録 

新築住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録 

既存住宅である住宅の建設住宅性能評価を行う者としての登録 

○業務区域  日本全域 

株式会社Ｊ建築検査センター（国土交通大臣登録第49号） 

処分の内容 

改善命令 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号）第21条に基づ

き、下記の措置を講ずることを命ずる。 

 一 業務改善計画書の提出 

国土交通省令に適合する方法により評価の業務を行わなかったことに鑑み、

法令遵守を社内に徹底するための業務改善計画書を令和８年３月６日までに

提出すること。 

 二 業務の実施に関する定期的な報告 

評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、別途指示するまでの間、

業務改善計画書に基づく各月の業務の実施状況を翌月末までに国土交通大臣

に報告すること。 

違反事由の概要 

１件の住宅性能評価において、以下の性能表示事項に関し、国が定める基準に適合する方法

による評価を行わず、過大な等級及び誤った評価が記載された設計住宅性能評価書及び建設住

宅性能評価書を交付した。 

【該当する性能表示事項】 

○設計住宅性能評価・・・「１－１ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」、「１－２耐震等

級（構造躯体の損傷防止）」、「２－３ 避難安全対策（他住戸

等火災時・共用廊下）」、「４－４ 更新対策（住戸専用部）」 

○建設住宅性能評価・・・「２－３ 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）」 

 

また、他１件の住宅性能評価において、「１－１ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）」の性

能表示事項に関し、国が定める基準に適合する方法による評価を行わず、過大な等級が記載さ

れた設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書を交付した。 

 
別 紙 


